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報 告 第  号 

 

 

 

専 決 処 分 の 報 告 に つ い て 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、議会にお

いて指定されている下記事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項

の規定により報告する。 

 

記 

市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務）変更請負契約の締結

について 

 

 

 

令和４年  月  日提出 

 

 

 

富士見市長 星 野 光 弘 

 

 

 



 

議案内容説明資料 

 

○工事変更請負契約締結について 

 

・工 事 名  市立西中学校大規模改造建築工事（第３期工事）（ゼロ債務） 

 

・施工場所  富士見市西みずほ台三丁目地内 

 

・契約工期  令和４年３月１７日から令和４年１２月２８日まで 

（工期の変更なし） 

 

・請負金額  原請負金額  ２２６，６６６，０００円 

変更請負金額 ２２２，９２４，９００円 

（３，７４１，１００円の減額） 

 

・請負業者  富士見市大字東大久保３０９番地 

       島田建設株式会社 

       代表取締役 島田敏郎 

  

 ・専決処分日 令和４年１０月２５日 

 

○主な変更理由 

天井材、長尺床シートの撤去処分方法変更、紙庫（倉庫）家具の取りやめなど減

額が発生したため。 

 

 


